
 
 
 
 
 
 

PRESS RELEASE 
 

平成 21 年 10 月 9 日 
 

株式会社証券保管振替機構とVietnam Securities Depositoryが情報交換及び相互協

力に関する覚書を締結 
 
 
株式会社証券保管振替機構（JASDEC）とベトナムの Vietnam Securities Depository
（VSD）は、10 月 9 日、情報交換及び相互協力に関する覚書（Memorandum of 
Understanding）を締結いたしました。 
 
同覚書に基づき、JASDEC と VSD は、両社の取締役、上級管理職及びスタッフに

よる定期的な会合を通じ、業務運営及び証券市場の発展に関して改善の可能性を

模索し、情報交換を行ってまいります。 
 
調印に際し、JASDEC の竹内社長は、「本覚書の調印によって、JASDEC と VSD
の友好協力関係がより一層強化されることになる」とし、更に「両社間の情報交

換と人的交流を通じて、日本とベトナムの両国における証券市場の発展に寄与す

るものと期待する」と表明しました。 
 
また、VSD のフオン 高経営責任者（Ms. Phuong Hoang Lan Huong, Chief Executive 
Officer）は、「覚書調印により、VSD と JASDEC の関係は著しく強化されると確

信している。本覚書は両社の業務に関する提携を検討するための基盤となるもの

であり、我々にとって貴重なものとなる。両国の投資家や金融市場の発展に繋が

るよう、相互に緊密な協力を進めていくことを期待している」と表明しました。 



 
証券保管振替機構について 
証券保管振替機構（JASDEC）は、株式・転換社債・REIT・コマーシャルペーパ

ー・社債・投資信託・ETF 等について振替決済サービスを提供しております。ま

た、子会社のほふりクリアリングは、「金融商品取引法」に基づく金融商品取引

清算機関として、一般振替（取引所外取引に伴う振替）について DVP 決済サービ

スを提供しております。 
当社の詳細情報については http://www.jasdec.com をご参照ください。 
 
 
VSDについて 
Vietnam Securities Depository（VSD）は、ベトナム唯一の証券保管振替機関として、

証券取引所の上場証券及び法律で規定された非上場証券を対象として、証券の登

録、預託、清算、決済及びその他の取引処理サービスを提供しています。また、

その他の証券について、発行体からの要請により登録、預託、証券代行サービス

を行っています。 
VSDの詳細情報についてはhttp://www.vsd.vn をご参照ください。 
 
 
照会先： 
株式会社証券保管振替機構 
国際部 
Tel. 03-3661-0139 


